
前号に引き続き新指定文化財の詳細について紹介いたします。

名　称　皆谷若宮八幡神社（旧明王院護摩堂）の扁額「光峯山」
所　在　東秩父村大字皆谷１７６隣若宮八幡神社（旧明王院護摩堂）宮司：稲葉日出夫 
概　要　この額は若宮八幡神社（旧明王院護摩堂）の入り口上に掲げられています。横
　　　　に「光峯山」と篆刻されており、筆者は「馬禅長書」とあります。
　　　　江戸期の扁額として、村内に数少ない篆刻の美術資料としても保存する価値は高いため、村指定
　　　　文化財となりました。
材　質　欅一枚板。規模：幅144.3cm、縦77.2cm、額縁が廻り、その厚みは7.5cm。
制作年　不明　　筆　者　馬禅長　　彫　工　不明

新指定文化財紹介

国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医
療保険料（普通徴収）の
納期が変更になります。
　
　平成２６年度より国民健康保険税・介護保

険料および後期高齢者医療保険料の普通徴収

に係る納期が５期から８期へ変更になります。

●学校給食食材
　埼玉県による学校給食食材の放射性物質測定を、熊谷市・江南行政センター

で行いました。現在のところ、学校給食食材の安全性に問題ありません。

測定日　６月４日      　　　　　　　【単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ】

放射能に関するお知らせ
●農産物等
　１. 野菜の調査結果　分析機関：一般財団法人　日本穀物検定協会
　     一般財団法人　新日本検定協会　SK横浜分析センター

　２. 茶の調査結果　分析機関：埼玉県食品衛生協会　検査センター

（注）「◯◯」とは、検査機器で測定できる検出限界値（1.0～7.3Bq/kg）未満であることを示す。
※各納期限が金融機関休業日の場合は翌金融機関

　営業日になります。

　国民健康保険税や介護保険料等は、国保・介護

保険等に加入されている被保険者に対して賦課さ

れます。加入者が安心して治療や介護サービスを

受けるための貴重な財源となりますので、納期限

までに納めましょう。

問合せ　保健衛生課国民健康保険担当

　　　　　 ８２－１７７７

○国民健康保険税等の納期

期　別   １  期　　２  期　　３  期　　４  期

納期限  7月31日　8月31日  9月30日  10月31日

期　別　５  期　　６  期　　７  期　　８  期

納期限 11月30日 12月25日 1月31日　2月末日

放射性物質（ベクレル／キログラム）
品　目

ウ　ド

フ　キ

　採取日
結果判明日

５月１２日
５月１５日

５月１９日
５月２２日

セシウム
１３４

＜６.６

＜７.３

セシウム
１３７

＜６.４

＜６.７

セシウム
計

ー

ー

基　準　値（一般食品）　　　　　　　　１００

品　　　目

荒茶浸出液
＊飲用状態での検査

　採取日
結果判明日

５月３０日
６月　４日

セシウム
１３４

＜１.０

セシウム
１３７

＜１.０

セシウム
計

ー

基　準　値（飲料水）　　　　　  　　　　１０

放射性物質（ベクレル／キログラム）

核種名

ヨウ素131

セシウム137

セシウム134

 キャベツ

不検出＜12.9

不検出＜10.3

不検出＜11.4

 ながねぎ

不検出＜12.6

不検出＜10.2

不検出＜10.9

  もやし

不検出＜12.1

不検出＜ 9.7

不検出＜10.8

 にんじん

不検出＜12.5

不検出＜10.5

不検出＜11.3

 たまねぎ

不検出＜12.1

不検出＜  9.7

不検出＜10.4

品目


